
　

今
年
度
の
介
護
保
険
制
度
改

正
に
よ
り
、新
た
に「
介
護
予
防
・

日
常
生
活
支
援
総
合
事
業（
以
下

「
総
合
事
業
」と
い
い
ま
す
。）」

が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。総
合
事
業

は
、町
が
実
施
す
る
も
の
で
、介

護
保
険
の
要
支
援
認
定
を
受
け

て
い
る
方
か
ら
一
般
高
齢
者
ま

で
を
対
象
に
、多
様
な
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
事
業
で
す
。（
３
㌻

図
１
参
照
）

　

町
で
は
、今
後
町
内
の
事
業
所

や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
に
ご
協

力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、多
様

な
サ
ー
ビ
ス
を
展
開
し
て
い
く

予
定
で
す
。こ
の
う
ち
、平
成
28

年
３
月
か
ら
は
、現
在
の
要
支
援

１
・
２
の
方
が
利
用
す
る
訪
問
介

護（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
）と
通
所
介

護（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）が
、総
合
事

業
へ
移
行
し
ま
す
。

み
に
変
わ
り
ま
す
。（
３
㌻
図
２

参
照
）

　

こ
の
仕
組
み
に
よ
り
、必
要
な

要
件
を
満
た
し
た
事
業
対
象
者

は
、手
続
き
に
時
間
を
要
す
る
要

支
援（
要
介
護
）認
定
の
手
続
き
を

経
る
こ
と
な
く
、事
業
を
利
用
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。（
介

護
予
防
給
付
事
業
に
よ
る
訪
問
看

護
や
福
祉
用
具
貸
与
等
を
利
用
す

る
場
合
は
、引
き
続
き
要
支
援
認

　

総
合
事
業
を
利
用
す
る
た
め

に
は
、新
た
に「
基
本
チ
ェ
ッ
ク

リ
ス
ト
」を
受
け
る
な
ど
の
仕
組

要
介
護
認
定
等
を
経
ず
に

迅
速
な
サ
ー
ビ
ス
利
用
へ

き
が
い
を
持
っ
て
参
加
で
き
る
活

動
が
、こ
れ
ま
で
以
上
に
必
要
に

な
り
ま
す
。高
齢
者
を
支
援
す
る

体
制
を
作
る
た
め
に
は
、従
来
の

訪
問
・
通
所
サ
ー
ビ
ス
だ
け
で
な

く
、若
い
世
代
の
方
か
ら
町
民
皆

さ
ん
の
見
守
り
や
多
様
な
サ
ー
ビ

ス
の
担
い
手
が
必
要
で
す
。

　

そ
の
た
め
、総
合
事
業
で
は
、地

域
住
民
の
皆
さ
ん
に
よ
る
、高
齢

者
の
介
護
予
防
活
動
や
生
活
支
援

な
ど
の
自
主
的
な
取
り
組
み
も
応

援
し
て
い
き
ま
す
。

■
問
合
せ　

地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
（
☎
２
９
６

－

７
７
０
０
）

ま
た
は
役
場
高
齢
者
支
援
課（
☎

２
９
６

－

１
２
１
０
）

　

高
齢
化
社
会
と
と
も
に
、介
護

や
生
活
支
援
を
必
要
と
す
る
高
齢

者
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
は
、要
介
護
認
定
率
を
上

昇
さ
せ
な
い
た
め
の
介
護
予
防
が

重
要
で
す
。そ
し
て
、高
齢
者
同
士

の
支
え
合
い
や
、地
域
に
見
守
り

の
目
や
家
事
等
の
援
助
者
、サ
ロ

ン
な
ど
の
社
会
資
源
を
増
や
し
て

い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
、生
活
に
必
要
な
買
い

物
や
掃
除
の
支
援
、高
齢
者
が
生

地
域
の
支
え
合
い
を
広
げ

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
町
へ

定
が
必
要
と
な
り
ま
す
。）

要
支
援
者
の
「
訪
問
介
護
」

 

「
通
所
介
護
」
は
町
の
事
業
へ

いつまでもイキイキと暮らす
支え合い講座を開催

住み慣れた町でいつまでも生活できる　体制整備をめざして

介護予防・日常生活支援 総合事業が３月からスタート
対象

要
支
援
者
・
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
該
当
者

１
号
被
保
険
者
・
支
援

活
動
に
関
わ
る
方

図１：介護予防・日常生活支援総合事業の体系図

図２：介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用の流れ

いいえ　または明らか
に要介護状態の場合

はい または
分からない

介護予防・生活支援サービス事
業（サービス事業）

一般介護予防事業

平成28年３月から順次実施

訪問型サービス
（第１号訪問事業）

【現行サービス相当】①訪問介護事業者が行う身体介護・生活援助
【 多様なサービス】①事業者による緩和した基準による生活援助（掃除・

調理等）　②住民主体による生活支援（掃除・調理・買い物・庭木手
入れ等）　③町保健師による訪問指導　④ボランティア等による移動
支援や移送前後の生活支援

【現行サービス相当】①通所介護事業者が行うデイサービス　
【 多様なサービス】①事業者による緩和した基準による機能訓練（ミニ

ディサービス・運動等）　②住民主体による通所支援（サロン・カフェ・
体操教室等）　③地域包括支援センターが行う介護予防教室

①栄養改善を目的とした配食　②住民ボランティア等が行う見守り　
③訪問型・通所型に準じる自立支援に資する生活支援（訪問・通所の
一体提供等）

　町地域包括支援センターでは、住民の皆さまに町
の現状等を知っていただき、住み慣れた鳩山町でイ
キイキと暮らすために、「ボランティア育成講座 い
つまでもイキイキと暮らす支え合い講座」（全４回）
を社会福祉協議会と連携して開催しています。
　12 月16日、今宿コミュニティセンターで行われた
第１回講座では、十文字学園女子大学の佐藤陽

あきら

教
授による、地域包括ケアシステムなどについての講
演（写真）が行われました。また、地域包括支援セン
ター職員が、町の高齢者の状況などについても説明
しました。
　今後、参加者は町内でボランティア活動をしてい
る方の話などを聞くほか、ボランティア体験を行い
ます。講座を通じて、地域の支え合いにつながる「お
せっかい」精神や、ボランティアに必要な知識や考
え方を学んでいきます。

①介護予防把握事業
②介護予防普及啓発事業（巡回健康教室、さわやか健康教室など）
③地域介護予防活動支援事業（地域健康教室など）
④一般介護予防事業評価事業
⑤地域リハビリテーション活動支援事業

通所型サービス
（第１号通所事業）

その他の生活支援サービス
（第１号生活支援事業）

介護予防ケアマネジメント
（第１号介護予防支援事業）

65歳以上の方及び要支援認定者 ▼地域包括支援センターまたは高齢者支援課に相談

デイサービスまたはホームヘルプサービスのみを利用する

要介護（要支援）認定申請をします

要介護
１～５の方

在宅介護支援事業所
がケアプランを作成

要支援１・２の判定を受けた方・基本チェックリストにより生活
機能の低下がみられた方でサービスが必要な方

介護予防・生活支援サービス事業が利用可

65歳以上のすべての方

一般介護予防事業が利用可

チェックリスト
該当者

要支援
１・２の方

地域包括支援センター等が
介護予防ケアプランを作成

【介護予防ケアマネジメント】
地域包括支援センター等が、本人
や家族と話し合い、ケアプランを
作成します

自立した生活が
送れる方

基本チェックリストを受けます
非該当の方

介護保険の介護サー
ビスを利用可

介護保険の介護予防
サービスを利用可
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